
受
付
期
間
▼
11
月
５
日
(月)
〜
９
日
(金)

認
可
保
育
所
入
所
申
し
込
み

来
年
４
月
か
ら
、
ま
た
は
来
年
度
中
に
、
下
表
の
認
可
保

育
所
に
お
子
さ
ん
の
入
所
を
希
望
す
る
か
た
の
申
し
込
み
を

受
け
付
け
ま
す
。
子
ど
も
育
成
課
☎(

８
６
６)

２
０
９
４

★印…３歳を迎えた年度で卒園します。引き続き別の認可保育所へ入所を希望する場合は新たに申請が必要です。
◎印…教育と保育を一体的に提供している認定こども園です。入園の申し込みや問い合わせは、直接各園へどうぞ。

25年度認可保育所

お
気
に
入
り
の
ポ
ー
ズ
で

(

雄
和
新
波
保
育
所)

市
役
所
正
庁(

議
場
棟
２
階)

▼
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

子
ど
も
育
成
課(

本
庁
舎
３
階)

▼
午
後
５
時
〜
７
時

＊
午
後
５
時
30
分
以
降
は
正
面
玄
関
か
福
祉
棟
東
側
の
出
入
口
か
ら
ど
う
ぞ
。

子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー(

ア
ル
ヴ
ェ
５
階)

▼
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

北
部･

西
部･

河
辺･

雄
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
▼
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

各
公
立
保
育
所(

13
か
所
・
下
表
参
照)

▼
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

●
保
護
者(

父
母･

同
居
の
60
歳
以
下
の
祖
父
母)

が

日
中(

１
日
５
時
間
以
上
か
つ
週
４
日
以
上)

働
い

て
い
る
か
、
働
く
予
定

●
母
親
が
出
産
す
る(

産
前
８
週
間
〜
産
後
８
週
間)

●
保
護
者
が
病
気
療
養
中
　

●
保
護
者
が
病
気
の
か
た
や
心
身
障
が
い
者
を
介

護
し
て
い
る

●
保
護
者
が
災
害
の
復
旧
活
動
を
し
て
い
る

次
の
理
由
に
よ
り
、
日
中
に
家
庭
で
お
子
さ
ん

を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
た
。
な
お
、
お

子
さ
ん
は
産
休
明
け(

産
後
８
週)

か
ら
入
所
で
き
ま

す
。
現
在
妊
娠
中
で
、
産
休
・
育
休
取
得
後
、
平
成

26
年
３
月
ま
で
に
職
場
復
帰
す
る
か
た
は
仮
申
し

込
み
が
で
き
ま
す
。

申
し
込
み
で
き
る
か
た

印鑑をお持ち
ください

平成25年度分

受
付
場
所
と
時
間

10



民間の認可保育園41園の紹介や保育士による遊
び、相談コーナーなど。無料。みんなで来てネ！

秋田市民間保育所協議会の伊藤さん
☎(832)6812(ひまわり保育園内)

アルヴェきらめき広場10:00～13:0010月27日(土)
まつり

平成18年４月２日から19年４月１日まで
に生まれたお子さん
13:20～14:00

来年小学校に入学するお子さんが対象です。
指定会場を記載した「就学時健康診断票」を10月中旬
に郵送しますので、お住まいの学区の小学校または指
定する会場で受診してください。指定会場以外で受診
を希望する場合は、診断票が届いた後に学事課へご連
絡ください。☎(866)2243

①就学時健康診断票 ②母子健康手帳用意する物

「里親」になりませんか
10月は｢里親月間｣です。全国にはさまざまな
理由で親元で生活できない子どもが約４万人い
ます。そのうち９割が乳児院や児童養護施設で
生活し、１割が里親の元で暮らしています。里
親家庭をより増やすために、子どもへの理解と
愛情があるかたの里親登録をお願いします。

県子育て支援課家庭福祉班☎(860)1344問

保育所楽しい
ひと～！

ハ

受付時間

対　　象

＊東日本大震災で秋田市に避難しているお子さんも受診が必要で

す。秋田市に住民票を異動していないかたは、手続きなどをご

案内しますので学事課へご連絡ください。

！イ、ハイ、
ハ～イッ

お
出
か
け
だ
よ
♪

公立保育所の民間移行…下記の年度に記載の社会福祉
法人へ運営を移行します。子ども育成課☎(866)2094
平成25年４月１日移行…港北保育所u風の遊育舎へ

26年４月１日移行…保戸野保育所u太東会へ、手形第一
保育所uグリーンローズへ、牛島保育所u秋田聖徳会へ

就学時健康診断

問い合わせ

ほ い く え ん

広報あきた  平成24年10月５日号11

認定保育施設…認可外保育施設のうち市で定めた基準
を満たした施設。市が運営費の一部を補助しています。

幼児園…秋田市郊外のかたがお子さんを預ける施設
で、お住まいの小学校区の幼児園に入園できます。

入園の申し込みや問い合わせは直接各園へどうぞ。
幼児園･認定保育施設




